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平
和
と
幸
福
は
す
べ
て
の
人
の
願
い
で
あ
る
。
世
界
中
い
ず
れ
の
国
で
も
平
和
を

は
た
じ
る
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な

表
幟
と
し
て
い
る
し
、
ど
の
よ
う
な
社
会
、
団
体
で
も
こ
れ
を
口
に
唱
え
な
い
も
の

は
な
い
。
し
か
し
な
ぜ
そ
の
実
現
が
出
来
な
い
で
、
は
て
し
な
い
闘
争
を
繰
り
返
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
聖
徳
太
子
は
「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
せ
」
と
憲
法
の
は
じ
め
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
古
く
て
し
か
も
新
ら
し
い
千
古
不
磨
の
金
言
で
あ
る
。
そ
の
和
を
実
現
す
る
た

　
　
　
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
が

め
に
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
み
仏
に
合
掌
し
て
、
自
己
の
心
の
狂

れ
る
の
を
正
す
こ
と
の
大
切
な
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
元
藤
と
い
わ
れ
る

今
、
自
己
の
自
由
と
幸
福
を
の
み
求
め
て
、
平
和
を
保
つ
こ
と
を
他
人
に
要
求
し
て

自
分
の
心
を
す
こ
し
も
反
省
し
な
い
人
が
多
い
。
太
子
千
三
百
五
十
年
の
御
忌
に
あ

た
り
、
こ
の
思
い
を
一
層
新
た
に
す
る
。

（和宗四天王寺管長出ロ常順貌下）
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剛
、
問
題
の
焦
点

　
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
の
公
布
に
よ
り

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か

ら
、
寺
院
の
行
っ
て
い
る
不
動

産
貸
付
業
の
適
用
範
囲
が
著
し

く
拡
大
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
全
面

的
課
税
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
か
ね
て
予
期
さ
れ
て
い
た

が
、
限
定
列
挙
主
義
が
、
限
定
除
去
主
義
に
か
わ
っ
た
こ
と
に

伴
い
、
そ
の
除
去
例
と
し
て
、
宗
教
法
人
の
経
営
し
て
い
る
墓

地
を
「
墳
墓
地
貸
付
業
」
と
し
て
独
断
的
に
規
定
し
た
た
め
、

新
な
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
宗
教
法
人
法
（
以
下
法
と
い
う
）
八
十
四
条
に
「
国
及
び
公

共
団
体
の
機
関
は
宗
教
法
人
に
対
す
る
公
祖
公
課
に
関
係
の
あ

る
法
令
を
制
定
し
、
若
く
は
改
廃
し
…
…
す
る
場
合
、
宗
教
法

人
の
宗
教
上
の
特
性
及
び
慣
習
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

」
旨
を
朋
記
し
て
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
寺
院
の
墓
地
経
営
管
理

を
「
墳
墓
地
貸
付
業
」
と
規
定
し
た
こ
と
を
、
こ
の
ま
ま
黙
過

す
る
こ
と
ば
出
来
な
い
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
成
程
政
令
に

よ
れ
ば
非
課
税
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
尊
重
で
あ
る
と
い
え
な

い
こ
と
も
な
い
が
、
問
題
の
焦
点
は
、
そ
の
よ
う
な
形
而
下
の

こ
と
で
は
な
く
「
墳
墓
地
貸
付
業
」
と
し
て
、
規
定
し
た
そ
の

こ
と
自
体
に
あ
る
と
思
う
。
何
故
な
れ
ば
こ
の
規
定
は
、
経
営

者
で
あ
る
寺
院
の
み
な
ら
ず
、
使
用
者
で
あ
る
檀
信
徒
の
宗
教

郡

司

博

道

（全
坙
{
仏
教
会
評
議
員
曹
洞
宗
昌
林
寺
住
職
）

感
情
を
著
し
く
傷
け
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
二
、
寺
院
墓
地
の
特
性
と
慣
習
に
つ
い
て
の
証
言

　
寺
院
の
経
営
管
理
す
る
墓
地
が
政
令
の
規
定
す
る
よ
う
な
「

墳
墓
地
貸
付
業
」
で
あ
る
か
否
か
、
斯
界
の
最
高
権
威
の
一
人

で
あ
る
中
大
名
誉
教
授
、
元
大
審
院
判
事
吉
田
久
氏
の
「
墓
地

甲
所
有
権
論
と
墓
地
使
用
権
論
」
よ
り
著
者
の
承
諾
を
得
て
次
に

引
用
す
る
と
、

　
共
葬
墓
地
に
お
い
て
経
営
者
は
墓
地
使
用
規
則
を
定
め
、
該

一
規
則
で
は
墓
地
使
用
契
約
の
締
結
に
つ
き
一
定
額
の
使
用
料
を

．
徴
す
る
こ
と
を
定
め
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
現
に
東
京
都
霊
園

使
用
条
例
は
墓
地
使
用
契
約
の
成
立
に
つ
き
一
定
の
使
用
料
を

徴
収
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
八
条
）
こ
の
場
合
に
は
墓

地
使
用
契
約
は
有
償
契
約
の
性
質
を
有
す
る
。
し
か
し
墓
地
使

．
用
契
約
は
債
権
契
約
で
は
な
い
。
墓
地
使
用
契
約
に
は
、
し
か

．
も
民
法
五
五
九
条
に
、
い
わ
ゆ
る
有
債
契
約
は
債
権
契
約
た
る

有
償
契
約
を
指
称
す
る
か
ら
、
同
条
の
適
用
な
く
、
従
っ
て
売

買
の
規
定
は
墓
地
使
用
契
約
に
は
準
用
さ
れ
な
い
、
寺
院
墓
地

に
つ
い
て
は
慣
習
法
的
に
寺
院
墓
地
を
使
用
し
て
い
る
檀
家

が
、
斉
米
、
付
届
け
と
称
し
て
永
年
に
亘
っ
て
金
品
を
寺
院
に

納
付
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
檀
家
で
あ
る
が
故
に
、
最

初
一
定
金
額
を
支
払
っ
て
墓
地
使
用
権
を
販
得
す
る
こ
と
も
あ

る
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
墓
地
使
用
契
約
は
有
償
契
約
の
性
質

を
有
し
は
し
な
い
か
と
の
疑
問
を
生
ず
る
。
し
か
し
寺
院
墓
地

の
使
用
に
つ
い
て
、
担
信
徒
が
寺
院
に
金
品
を
つ
け
届
け
、
も

し
く
は
支
払
を
す
る
こ
と
は
、
墓
地
使
用
権
設
定
の
対
価
を
以

て
目
す
べ
き
で
な
く
、
布
施
行
為
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
慣
習

法
的
に
は
正
当
で
あ
る
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。
布
施
行
為
の

観
念
は
、
持
っ
て
い
る
も
の
が
、
持
っ
て
い
る
物
を
無
償
で
他
人

に
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手

方
に
対
価
的
義
務
を
課
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
そ
の
特
性
が

あ
る
、
す
な
わ
ち
布
施
行
為
に
お
い
て
は
一
方
は
そ
の
持
っ
て

い
る
物
を
他
方
に
無
償
で
与
え
そ
れ
に
対
し
て
他
万
が
持
っ
て

い
る
物
を
一
方
に
与
え
て
も
、
そ
の
間
に
は
対
価
交
易
の
関
係

を
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
寺
院
墓
地
に
お
い
て
寺
院
側
で
そ
の

所
有
墓
地
を
檀
徒
に
使
用
さ
せ
る
の
は
、
寺
院
が
そ
の
持
っ
て

い
る
墓
地
の
使
用
利
益
を
檀
徒
に
施
す
も
の
で
あ
り
檀
徒
は
、

そ
の
持
っ
て
い
る
金
品
を
寺
院
に
布
施
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
寺
院
と
檀
徒
と
の
関
係
上
対
価
的
の
関
係
に
お
い
て
行

な
わ
れ
る
も
の
で
な
い
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
従
っ
て
布

施
関
係
で
あ
る
、
あ
た
か
も
寺
院
に
お
い
て
死
者
の
た
め
読
経

を
乞
う
も
の
が
、
寺
院
に
、
あ
る
金
品
を
納
め
る
の
も
、
布
施

行
為
で
あ
る
の
と
何
ら
違
い
が
な
い
。
な
お
寺
院
に
よ
っ
て
は

檀
徒
の
墓
地
使
用
に
つ
き
金
品
を
申
し
受
け
な
い
実
例
が
あ
る

の
も
、
檀
徒
の
墓
地
使
用
関
係
が
布
施
関
係
に
あ
る
一
つ
の
証

左
と
い
い
得
よ
う
、
こ
の
よ
う
に
み
て
来
る
と
、
寺
院
の
墓
地

使
用
に
つ
き
そ
の
使
用
者
が
支
払
う
金
銭
は
、
双
努
対
価
交
易

関
係
に
お
い
て
賃
借
人
が
賃
貸
人
に
支
払
う
賃
料
と
は
そ
の
性

質
が
違
う
。
ま
た
そ
の
使
用
に
つ
き
檀
徒
が
金
品
を
納
付
し
な

い
場
合
も
寺
院
と
使
用
者
と
の
契
約
関
係
は
、
使
用
貸
借
契
約

書
の
関
係
で
は
無
い
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
の
で
あ
る
…
…
。

　
以
上
の
引
用
文
に
よ
っ
て
、
寺
院
の
経
営
管
理
す
る
墓
地
が

墳
墓
地
貸
付
業
と
い
う
も
の
と
は
全
く
次
元
を
異
に
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
寺
院
と
檀
徒
の
布
施
行
為
が
結
果
的
に

収
益
が
将
来
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
寺
院
墓
地
を
「
墳
墓
地
貸
付
業
」
と
規
定
し
た

こ
と
は
、
法
八
十
二
条
の
精
神
を
無
視
し
た
も
の
と
断
ぜ
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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三
、
提
言
に
対
す
る
諸
意
見
に
こ
た
え
る

　
こ
の
提
言
に
は
お
そ
ら
く
二
つ
の
批
判
的
意
見
が
予
想
さ
れ

る
の
で
予
じ
め
卑
見
を
述
べ
た
い
。
そ
の
一
つ
は
、
功
利
的
無

害
論
で
あ
る
。
非
課
税
で
あ
る
し
、
大
蔵
省
の
独
断
的
規
定
で

あ
る
か
ら
い
さ
さ
か
も
拘
束
さ
れ
る
必
要
が
無
い
。
従
っ
て
黙

殺
す
べ
き
だ
と
す
る
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
非
課
税
と
い
っ
て

も
現
時
点
で
の
措
置
で
あ
っ
て
、
将
来
に
向
っ
て
は
何
ら
の
保

証
も
な
い
の
で
あ
る
。
現
に
宗
教
法
人
と
同
じ
く
民
法
三
十
四

条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
行
な
う
「
墳
墓
地
貸
付

業
」
に
つ
い
て
も
非
課
税
で
あ
る
が
筆
者
が
厚
生
省
環
境
衛
生

局
長
浦
田
純
一
氏
に
会
見
し
て
た
し
か
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
大
蔵
省
の
原
案
で
は
、
非
課
税
は
宗
教
法
人
の
み
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
厚
生
省
が
公
益
事
業
に
対
す
る
課
税
は
望
ま
し

く
な
い
と
反
対
し
た
結
果
、
現
行
の
よ
う
に
あ
ら
た
め
ら
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
政
令
改
正
は
新
た
な
る
立
法
措
置
で

な
い
の
で
主
務
官
庁
の
間
で
立
案
し
、
閣
議
、
そ
れ
も
主
と
し

て
持
ち
廻
り
閣
議
で
決
定
、
公
布
と
な
る
の
で
事
前
に
阻
止
す

る
何
の
手
段
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
他
の
一
つ
は
寺
院
経
営
の
墓
地
の
中
に
は
極
め
て
小
数
な
が

ら
こ
の
規
定
に
該
当
若
し
く
は
類
似
す
る
形
態
の
も
の
が
あ
る

と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
て
す
る
良
心
的
批
判
論
で
あ
る
。
卑
言

を
以
て
す
れ
ば
、
薮
を
つ
つ
い
て
蛇
を
出
す
な
式
意
見
で
あ

る
。　
宗
教
法
人
法
六
条
二
項
に
、
そ
の
目
的
に
反
し
な
い
限
り
公

益
事
業
以
外
の
事
業
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
る
と
あ
る
か
ら
当

該
法
人
等
は
法
十
二
条
七
項
に
よ
り
所
轄
庁
の
認
証
を
受
け
収

益
事
業
と
し
て
墳
墓
地
貸
付
業
を
行
な
え
ば
よ
い
の
で
あ
っ

て
、
他
の
法
人
の
騰
り
合
う
べ
き
こ
と
で
は
無
い
の
で
あ
る
。

　
　
四
、
対
策
に
つ
い
て

　
こ
の
提
言
の
目
的
は
、
単
な
る
糾
弾
で
は
な
い
の
で
具
体
的

対
策
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
積
極
的
に
は
全
仏
、
日

宗
連
等
が
こ
の
問
題
を
採
り
上
げ
て
、
法
八
十
二
条
に
抵
触
す

る
こ
と
を
訴
因
と
し
て
、
大
蔵
大
臣
に
対
し
「
政
令
第
五
条
第

五
号
（
二
）
を
徹
回
し

　
「
宗
教
法
人
又
は
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
法
人
の
行
な
う
墓
地
の
経
営
管
理
は
不
動
産
貸
付
業
と
は

見
徹
さ
な
い
」
と
い
う
条
文
の
新
設
を
要
求
す
る
訴
訟
を
起
こ

す
こ
と
で
あ
る
。
消
極
的
対
策
と
し
て
は
宗
教
法
人
法
に
墓
地

に
関
す
る
規
定
の
な
い
の
は
致
し
方
な
い
が
、
直
轄
法
人
又
は

電
算
轄
法
人
の
規
則
に
（
準
則
）
本
来
の
目
的
達
成
の
た
め
の

宗
教
活
動
と
し
て
墓
地
を
経
営
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
記
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
大
蔵
省
の
規
定
と
競
合
す
る
が
そ

れ
は
止
む
を
得
な
い
。

　
　
五
、
派
生
を
予
想
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て

　
現
行
政
令
に
よ
れ
ば
除
外
例
を
除
き
、
所
謂
墳
墓
地
貸
付
業

に
対
し
法
人
税
を
賦
課
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し

か
ら
ば
そ
の
用
に
供
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
ど
う
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
、
現
在
で
は
地
方
税
法
三
四
八
条
四
項
に
よ
り
非
課
税

で
あ
る
が
、
収
益
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
に
つ
い
て
の
非
課

税
は
一
見
不
条
理
の
よ
う
に
販
ら
れ
や
す
く
、
そ
こ
に
課
税
の

危
険
性
が
あ
る
。
し
か
し
墓
地
の
免
税
に
は
長
い
歴
史
的
背
景

が
あ
る
。
境
内
地
内
に
対
す
る
免
税
に
は
「
も
っ
ぱ
ら
宗
教
活

動
の
用
に
供
す
る
」
と
い
う
前
提
条
件
が
あ
る
が
、
墓
地
に
つ

い
て
は
無
前
提
、
無
条
件
な
の
で
あ
る
。

　
わ
が
国
に
於
い
て
は
武
家
、
徳
川
時
代
に
は
見
捨
地
と
し
て

免
祖
で
あ
り
、
明
治
七
年
十
一
月
七
日
太
政
大
臣
布
告
で
除
税

地
と
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
人
類
進
化
の
過

程
に
お
い
て
数
十
万
年
前
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
居
住
し
た
ネ
ア
ン

デ
ル
タ
ー
ル
人
（
い
ま
の
人
類
の
直
系
の
祖
先
で
は
な
い
）
が

す
で
に
礼
拝
物
と
し
て
の
墳
墓
を
所
有
し
て
い
た
と
い
う
考
古

学
的
事
実
に
徴
し
、
宗
教
観
念
に
先
行
す
る
、
よ
り
根
源
的
な

人
類
観
念
に
対
す
る
配
慮
に
基
く
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
若
し
万
一
、
地
方
自
治
体
の
財
源
難
に
籍
示
し
て
墓
地

（
収
益
事
業
に
供
す
る
も
の
も
含
め
）
に
固
定
資
産
税
を
賦
課

す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
悪

名
高
き
窓
税
…
…
（
日
光
の
採
取
量
に
課
税
）
以
上
の
雪
面
で

あ
り
税
制
と
し
て
容
認
出
来
な
い
だ
け
で
な
く
、
人
間
存
在
の

根
源
に
対
す
る
許
し
難
き
冒
濱
無
遜
な
る
挑
戦
と
し
て
、
全
宗

教
界
を
あ
げ
て
阻
止
す
べ
き
で
あ
る
と
信
ず
る
。

暑
中
御
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

会
　
長
　
大
谷
　
光
照

副
会
長
　
出
　
口
　
常
　
順

〃

平
林
　
宥
高

理
事
長
　
稲
．
田
　
稔
界

鶴
務
講
一

事
務
総
局
　
　
一

同同
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「
全
仏
」
の
機
構
刷
新
へ

委
員
会
が
答
申
書
作
成

　
　
全
日
本
仏
教
会
の
名
称
の
も
と
に
”
全
一
仏
教
運
動
”
が
提
唱
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
首
服

“
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
一
般
社
会
よ
り
指
摘
さ
れ
る
仏
教
の
沈
滞
は
、
と
り
も
な
お
一

　
さ
ず
全
日
本
仏
教
会
の
低
迷
に
つ
な
が
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
ひ
と
り
全
日
m

　
本
仏
教
会
当
局
の
み
の
一
任
で
は
な
く
、
む
し
ろ
構
成
各
宗
派
、
団
体
が
共
に
再
考
、
努
一

㎜
力
す
べ
き
問
題
と
し
て
昨
夏
以
来
、
各
宗
派
、
団
体
よ
り
代
表
を
選
出
し
、
制
度
調
査
委
㎜

冊
員
会
を
構
成
し
、
全
日
の
機
構
、
内
容
の
全
般
に
亘
っ
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
が
、
去
る
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

－
六
月
十
九
日
に
そ
の
結
論
と
し
て
の
答
口
書
が
事
務
総
局
に
提
出
さ
れ
た
。
今
月
十
九
日

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

m
常
務
理
事
会
が
事
務
総
局
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
こ
の
答
申
書
に
も
と
ず
く
機
構
改
革
が
－

㎜
話
合
わ
れ
た
。
制
度
調
査
委
員
は
、
伊
藤
勝
淳
（
委
員
長
）
真
渓
義
貫
（
副
委
員
長
）
別
所
弘
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

田
因
（
同
）
郡
司
博
道
（
同
）
朽
木
正
巳
、
岸
本
賢
祐
、
春
田
義
正
、
藤
田
説
量
、
寿
山
良
知
、
　
朋

…
児
委
礼
・
宮
田
讐
・
浅
井
満
干
・
丸
山
日
進
由
中
豪
一
蕾
本
杉
の
各
師
で
あ
る
・
…

「
全
仏
」
の
機
構
刷
新
に
関
す
る
答
申
書

財
団
法
人

　
　
　
全
日
本
仏
教
会
制
度
調
査
委
員
会

前

文

　
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
は
、
昭
和
四
十
五

年
六
月
二
十
七
日
開
催
の
常
務
理
事
会
に
於
て

「
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
制
度
調
査
委
員
会
」

の
設
置
を
決
議
し
、
別
記
の
者
を
委
員
に
委
嘱

し
た
。
委
嘱
を
受
け
た
委
員
は
昭
和
四
十
五
年

十
月
十
二
日
第
一
回
総
会
を
開
催
し
て
正
副
委

員
長
を
互
選
し
、
今
後
の
調
査
方
針
に
つ
い
て

協
議
し
た
が
、
ま
ず
調
査
目
的
が
こ
の
法
人
の

目
的
お
よ
び
事
業
を
、
現
在
の
社
会
状
勢
に
即

応
し
て
充
全
に
発
揮
し
、
適
正
な
活
動
の
展
開

に
よ
っ
て
量
器
の
内
外
か
ら
の
要
望
に
応
え
得

る
強
力
な
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と

を
確
認
し
、
且
つ
全
仏
当
局
は
調
査
委
員
会
の

答
申
を
最
大
限
に
尊
重
し
て
そ
の
具
現
に
努
め

る
旨
の
言
明
を
得
た
。
続
い
て
第
二
回
総
会
を

昭
和
四
十
五
年
十
一
月
三
十
日
置
開
催
、
全
委

員
か
ら
「
全
野
」
が
当
面
し
て
い
る
問
題
点
を

摘
出
し
て
意
見
を
交
換
、
さ
ら
に
、
翌
年
二
月

十
日
、
委
員
会
で
下
士
案
作
成
作
業
に
つ
い
て

基
本
方
針
を
決
定
し
、
同
十
七
日
総
会
で
意
見

を
調
整
、
更
に
問
題
点
の
掘
り
下
げ
な
ど
を
行

っ
た
結
果
、
従
来
の
べ
ら
れ
た
各
委
員
会
の
意

見
・
要
望
を
中
間
報
告
書
と
し
て
戒
め
る
こ
と

を
落
し
合
せ
、
こ
の
作
業
に
当
る
小
委
員
会
を

設
置
し
た
。
即
ち
小
委
員
会
は
、
三
月
四
日
第

一
回
委
員
会
を
開
催
し
て
中
間
報
告
案
を
検
討

し
、
若
干
の
修
正
を
行
っ
て
六
月
十
九
日
の
最

終
総
会
で
こ
れ
を
決
議
し
決
定
し
た
。

全
　
仏
　
小
　
史

　
全
日
本
仏
教
会
の
現
状
を
分
析
し
、
そ
の
問

題
点
を
摘
出
し
て
将
来
の
刷
新
を
図
る
た
め
に

は
、
一
応
「
誉
者
」
の
小
史
を
顧
み
る
必
要
が

あ
る
の
で
、
極
め
て
簡
単
に
過
去
の
経
歴
を
眺

め
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
発
足
当
初

の
資
料
が
乏
し
い
た
め
、
必
ず
し
も
正
確
な
発

展
史
を
握
ん
だ
も
の
と
は
言
え
な
い
の
は
遺
憾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

で
あ
る
。
た
だ
明
治
三
十
三
年
頃
に
仏
教
懇
話

会
と
し
て
誕
生
し
た
古
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る

こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
。
即
ち
朋
治
三
十
二

年
、
山
県
内
閣
が
突
如
と
し
て
第
十
四
帝
国
議

会
に
、
宗
教
法
案
な
る
も
の
を
貴
族
院
へ
提
出

し
、
明
治
憲
法
第
二
十
八
条
の
信
教
自
由
の
条

文
を
根
拠
と
し
て
神
・
仏
・
基
を
平
等
一
律
と

し
、
し
か
も
こ
れ
を
国
家
監
督
下
に
置
こ
う
と

し
た
。
こ
れ
は
宗
教
と
い
う
精
神
活
動
を
物
質

的
存
在
絶
し
、
官
僚
の
統
制
下
に
置
こ
う
と
す

る
暴
挙
で
あ
る
と
し
て
猛
然
と
し
た
反
対
運
動

が
起
っ
た
。
石
川
学
士
師
を
中
心
と
す
る
教
界

内
外
の
有
力
者
が
十
三
宗
五
十
六
派
に
飛
撤
し

て
す
さ
ま
じ
い
旋
風
が
起
っ
た
時
代
を
背
景
と

し
て
こ
の
懇
談
会
が
誕
生
し
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
し
か
し
こ
の
法
案
は
賛
成
一
〇
〇
、
反

対
一
二
一
で
否
決
さ
れ
、
そ
れ
以
来
宗
教
法
案

は
一
種
の
タ
ブ
ー
と
し
て
十
七
年
の
歳
月
が
流

れ
た
。
従
っ
て
こ
の
間
仏
教
界
も
無
風
状
態
で
、

各
宗
の
共
通
活
動
も
殆
ん
ど
見
る
べ
き
も
の
が

な
い
。
大
正
十
五
年
に
到
っ
て
政
府
は
宗
教
制

度
調
査
会
を
設
置
し
、
官
民
か
ら
委
員
を
挙
げ

て
調
査
を
開
始
し
、
昭
和
二
年
・
昭
和
四
年
と

宗
教
法
案
が
帝
国
議
会
に
提
案
さ
れ
る
に
当
り

こ
こ
で
ま
た
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
仏
教

連
合
会
と
各
宗
共
同
運
動
体
と
し
て
誕
生
を
見

た
。
宗
教
法
案
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
依
然

と
し
て
猛
烈
な
反
対
運
動
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ

は
監
獄
教
講
師
問
題
、
羅
馬
法
王
庁
使
節
派
遣

問
題
、
三
教
合
同
問
題
な
ど
と
と
も
に
教
門
外

部
の
有
識
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
が
多

く
、
仏
教
連
合
会
は
む
し
ろ
政
府
と
つ
ね
に
妥

協
的
な
態
度
を
取
り
続
け
た
感
が
あ
り
、
昭
和

十
四
年
三
月
二
十
三
日
の
第
七
十
四
議
会
で
宗

教
法
は
宗
教
団
体
法
と
し
て
通
過
し
た
。
こ
の

間
の
子
連
の
態
度
は
、
宗
教
団
体
法
に
付
属
し

て
提
出
さ
れ
た
「
寺
院
等
に
無
償
に
し
て
貸
与

し
あ
る
国
有
財
産
の
処
分
に
関
す
る
法
律
」
に

魅
力
を
感
じ
、
ひ
た
す
ら
そ
の
実
現
の
た
め
に

主
力
を
注
い
だ
。
当
時
の
仏
連
は
以
上
の
よ
う

に
寺
院
の
権
益
擁
護
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、

そ
の
規
則
第
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

（
第
二
条
　
本
会
は
各
宗
派
管
長
及
び
宗
務
の

要
職
者
を
以
て
組
織
す
る
）
管
長
親
睦
会
、
宗

務
長
連
絡
会
と
い
っ
た
形
で
運
営
さ
れ
た
も
の

で
、
後
藤
環
爾
、
渡
辺
海
旭
、
湯
沢
町
岳
、
柴

田
一
能
、
上
野
舜
頴
、
大
森
亮
順
、
阿
部
慧
水

渓
内
式
恵
、
祥
雲
晩
成
甘
肌
、
当
時
の
巨
頭
の

会
議
の
感
が
深
く
、
そ
の
総
支
配
人
で
あ
り
金

主
で
も
あ
っ
た
服
部
賢
成
氏
が
自
ら
持
出
し
で

主
事
を
勤
め
、
P
R
機
関
と
し
て
竹
内
紫
明
氏

が
嘱
託
と
し
て
「
政
教
新
論
」
を
発
行
し
て
い

た
。
後
、
窪
川
落
差
、
市
橋
覚
俊
氏
が
主
事
を

一
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勤
め
る
頃
か
ら
、
漸
く
各
宗
の
共
同
体
の
体
裁

を
整
え
始
め
た
。
昭
和
十
四
年
宗
団
法
、
境
内

地
無
償
還
付
法
が
通
過
し
て
以
来
、
仏
聖
は
、

中
心
的
目
標
を
失
っ
た
が
、
一
面
時
局
は
順
次

風
雲
急
を
告
げ
る
時
代
を
迎
え
、
戦
時
体
制
が

進
み
、
国
民
精
神
総
動
員
が
布
か
れ
る
に
到
っ

て
、
仏
連
は
大
日
本
仏
教
会
と
し
て
改
組
さ
れ
、

更
に
教
派
神
道
、
キ
リ
ス
ト
教
の
各
派
と
連
合

し
て
宗
教
報
国
会
を
結
成
、
文
部
省
、
に
事
務

所
を
置
い
て
戦
争
遂
行
の
協
力
体
制
を
販
ら
ぎ

る
を
得
な
か
っ
た
。
，

　
そ
の
後
事
務
所
は
曹
洞
宗
宗
務
院
、
増
上
寺

へ
と
移
転
し
た
が
、
終
戦
後
は
報
国
会
は
解
散

さ
れ
、
仏
教
側
は
以
前
の
名
称
に
か
え
っ
て
仏

教
連
合
会
と
な
り
、
女
子
会
館
か
ら
更
に
築
地

本
願
寺
へ
と
移
っ
て
行
っ
た
。

　
終
戦
に
よ
り
宗
拳
法
は
廃
止
を
命
ぜ
ら
れ
、

い
よ
い
よ
司
令
部
の
宗
教
政
策
が
始
ま
る
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
ほ
ど
黄
連
が
活
動
し
た

時
代
は
な
い
。
即
ち
、
占
領
軍
の
宗
教
政
策
と

は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う

不
安
に
対
処
煮
て
、
ど
の
よ
う
に
わ
が
宗
教
界

に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
一
部
寺
院
に
取
っ
て

は
致
命
傷
で
は
あ
っ
た
が
、
司
令
部
に
対
し
積

極
的
に
指
導
的
立
場
を
と
り
、
法
人
格
の
再
販

得
、
税
政
改
正
な
ど
へ
の
対
処
を
適
正
な
ら
し

め
つ
つ
、
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
環
境
を

獲
得
し
て
宗
教
活
動
の
展
開
を
容
易
な
ら
し
め

た
こ
と
は
、
当
時
の
電
導
の
功
績
は
極
め
て
大

で
あ
っ
た
。
ま
た
仏
連
を
単
な
る
宗
派
の
連
絡

機
関
に
終
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
全
寺
院
の
結
束

を
固
め
る
た
め
に
、
地
域
仏
教
会
の
育
成
に
力

を
注
ぎ
「
地
域
仏
教
会
連
合
」
の
組
織
化
を
図

っ
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
事
項
で
あ
る
。
昭
和

廿
六
年
に
は
占
領
が
終
結
し
、
従
っ
て
仏
連
の

占
領
下
に
お
け
る
任
務
も
果
し
得
た
の
で
、
こ

れ
を
機
会
に
仏
連
自
体
の
体
質
改
善
を
企
図
し

着
々
そ
の
構
想
を
練
っ
て
い
た
折
も
折
、
第
二

回
世
界
仏
教
徒
会
議
の
日
本
開
催
が
企
画
さ
れ

「
世
界
仏
教
徒
連
盟
日
本
連
盟
」
が
結
成
さ
れ

若
干
仏
連
と
の
間
に
意
志
の
疎
通
を
欠
く
面
も

あ
っ
た
が
、
結
局
「
仏
連
」
と
前
記
「
世
仏
日

本
連
」
と
が
合
併
し
て
改
め
て
財
団
法
人
「
全

日
本
仏
教
会
」
が
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
る
。
今

年
は
正
に
財
団
設
立
満
十
四
年
で
あ
る
。
こ
の

間
改
組
さ
れ
た
の
は
、
仏
教
東
漸
七
十
年
記
念

会
が
提
唱
し
た
仏
教
交
化
の
昂
揚
問
題
を
採
用

し
て
昭
和
三
十
八
年
文
化
局
を
増
設
し
「
日
本

仏
教
交
書
会
議
」
の
機
構
を
も
運
営
す
る
こ
と

と
な
っ
て
今
日
に
到
っ
た
。

全
日
の
現
状
分
析

　
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
が
誕
生
す
る
に
当

っ
て
論
議
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
機
構
の
問
題

で
あ
っ
た
。
即
ち
基
督
教
協
議
会
の
よ
う
に
「
日

本
仏
教
徒
協
議
会
」
と
で
も
称
す
る
僧
俗
一
体

の
一
大
組
織
を
結
成
し
て
基
金
を
確
保
し
、
あ

ら
ゆ
る
分
野
に
仏
教
勢
力
を
浸
透
せ
し
め
る
参

謀
本
部
、
つ
ま
り
仏
教
セ
ン
タ
ー
を
創
設
す
る

か
、
或
は
従
来
の
仏
連
を
法
人
化
す
る
か
、
そ

し
て
ま
た
法
人
化
の
場
合
、
財
団
を
選
ぶ
か
、

社
団
を
選
ぶ
か
の
点
が
、
種
々
検
討
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
そ
の
時
点
で
は
一
応
財
団
の
形
式

で
、
内
容
的
に
は
社
団
の
趣
旨
も
採
り
入
れ
る

こ
と
に
決
定
し
て
誕
生
し
た
の
が
現
在
の
寄
付

行
為
を
内
容
と
す
る
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
全
通
に
対
し
、
い
つ
も

内
外
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
事
柄
に
全
仏
は
連
絡

機
関
か
、
そ
れ
と
も
独
自
の
事
業
を
展
開
す
る

団
体
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
仏
小
史
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
過
去
の
歴
史
の
多
く
は

宗
派
間
の
連
絡
を
中
心
と
し
た
部
分
が
比
較
的

多
く
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
一
面
宗
派
・
寺

院
の
権
益
擁
護
の
運
動
の
た
め
の
協
力
が
一
貫

し
て
流
れ
て
い
る
。
実
は
、
本
来
の
目
的
は
正

に
こ
の
共
同
利
益
の
擁
護
に
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
共
同
擁
護
の
問

題
が
な
い
時
点
で
は
つ
ね
に
全
仏
の
存
在
が
等

閑
視
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
風
潮
が
や
や
も
す
る

と
全
仏
の
連
絡
機
関
論
が
生
ま
れ
る
原
因
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
全
章
は
正
に
宗
派
を
超

越
し
た
国
か
ら
人
格
を
与
え
ら
れ
た
公
益
団
体

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
故
な
ら
公
益
を
も
目
的
と
し
な
い
社
交
ク
ラ

ブ
・
相
互
扶
助
の
会
の
む
と
き
会
員
の
精
神
的

身
体
的
向
上
を
目
的
と
し
、
親
睦
を
図
る
だ
け

の
団
体
に
は
民
法
法
人
の
資
格
は
付
与
さ
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
全
仏
は
民
法
法
人
と
な
っ
た

目
的
、
従
っ
て
国
が
そ
の
設
立
を
許
可
し
た
根

拠
は
公
益
を
追
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
か
ら
に
あ
る
。
明
ら
か
に
全
野
寄
付
行
為
の

目
的
お
よ
び
事
業
に
は
「
仏
陀
の
和
の
精
神
を

基
本
と
し
相
互
の
連
絡
を
緊
密
に
し
て
全
国
の

仏
教
各
種
運
動
に
全
一
性
と
計
画
性
を
も
た
せ

真
に
時
代
に
即
応
す
る
活
発
な
全
一
仏
教
運
動

の
展
開
と
、
仏
教
に
よ
る
国
際
文
化
の
交
流
を

促
進
し
、
も
っ
て
仏
教
文
化
の
宣
揚
と
世
界
平

和
の
進
展
に
寄
与
す
る
」
と
強
調
し
、
事
業
と

し
て
も
、
仏
教
文
化
運
動
の
総
合
的
企
画
・
促

進
、
仏
教
各
種
運
動
の
実
践
お
よ
び
育
成
、
仏

教
界
の
各
種
の
調
査
研
究
を
規
定
し
て
い
る
。

従
っ
て
財
団
と
な
っ
た
目
的
と
公
約
し
た
事
業

か
ら
す
れ
ば
、
当
然
積
極
的
に
事
業
を
遂
行
す

る
義
務
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
べ
き

で
あ
り
、
も
し
も
単
な
る
連
絡
・
親
睦
を
目
的

と
す
る
こ
と
だ
け
で
足
り
る
と
す
る
な
ら
ば
、

財
団
と
し
て
敢
え
て
法
人
格
を
保
存
す
る
必
要

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
財
団
と
し
て
の

全
仏
の
現
状
を
分
析
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
全
仏
の
現
状
に
は
根

本
的
な
欠
陥
が
極
め
て
多
い
。
そ
も
そ
も
財
団

は
、
一
定
の
目
的
に
捧
げ
ら
れ
た
財
産
の
集
合

体
で
あ
っ
て
、
一
定
の
規
則
に
従
っ
て
管
理
さ

れ
、
社
会
生
活
の
上
で
独
立
し
た
権
利
義
務
の

主
体
、
即
ち
人
格
と
し
て
認
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。　
一
方
社
団
の
場
合
は
、
一
定
の
目
的
を
追
究

す
る
た
め
に
集
ま
っ
た
人
の
集
団
に
権
利
義
務

の
主
体
、
即
ち
人
格
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
本
規
則
で
あ
る

定
款
は
、
社
員
総
会
が
最
高
意
志
決
定
機
関
で

あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
規
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
全
仏
は
財
団
で
あ
る
が
故
に
、
本
来

な
ら
、
そ
の
寄
付
さ
れ
た
財
産
の
果
実
、
或
は

寄
付
金
で
運
営
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
根
本

の
基
本
財
産
が
極
め
て
少
額
で
あ
る
の
で
、
社

団
の
内
容
の
一
部
を
採
り
入
れ
て
会
員
（
加
盟

団
体
）
か
ら
の
拠
出
金
を
も
っ
て
運
営
さ
れ
て

い
る
と
い
う
変
形
財
団
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

例
は
現
在
極
め
て
多
い
が
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に

し
ば
し
ば
矛
盾
に
逢
着
す
る
場
合
が
多
い
。
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全
仏
は
明
ら
か
に
財
団
で
あ
る
。
従
っ
て
財

産
を
管
理
し
、
事
業
を
運
営
す
る
最
高
責
任
の

機
関
は
理
事
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る

に
加
盟
宗
派
は
寺
院
数
を
基
準
と
し
て
負
担
金

を
拠
出
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
理
事
は
負
担

金
に
準
拠
し
て
そ
の
数
を
定
め
て
い
る
。
し
か

も
そ
の
負
担
金
に
応
じ
て
局
長
、
部
長
、
主
事

を
事
務
局
に
送
り
、
会
長
ま
た
は
理
事
長
も
、

事
務
総
長
も
同
様
負
担
金
に
応
じ
て
選
出
さ
れ

て
い
る
と
い
う
全
く
一
に
も
二
に
も
負
担
金
を

基
準
と
し
、
し
か
も
理
事
が
最
高
の
意
志
決
定

機
関
で
あ
り
、
常
務
理
事
会
が
そ
の
決
定
に
基

づ
い
て
執
行
す
る
機
関
で
あ
り
な
が
ら
、
事
務

局
が
執
行
機
関
で
、
常
務
理
事
会
や
、
理
事
会

は
審
議
、
㍉
ま
た
は
諮
問
機
関
の
如
き
実
状
に
あ

る
の
が
今
日
の
野
仏
の
現
状
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
概
ね
各
宗
務
責
任
者
が
全
仏
理
事
と
し

て
の
責
任
を
果
し
得
な
い
実
状
が
招
い
た
欠
陥

で
あ
っ
て
、
勢
い
各
宗
派
か
ら
出
向
の
形
で
派

遣
し
た
属
僚
政
治
に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
原
因

と
な
っ
て
い
る
。
意
志
決
定
機
関
は
飽
く
ま
で

理
事
会
で
あ
り
、
そ
の
決
定
に
基
づ
い
て
日
常

の
業
務
を
執
行
す
る
の
は
常
務
理
事
で
あ
り
、

事
務
局
は
そ
の
命
を
受
け
て
業
務
に
従
事
す
る

の
が
原
則
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
こ
と

が
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
既
に
述
べ
た
如
く
、
財
団
形
式
に
社
団

力
式
を
採
り
入
れ
た
形
の
変
っ
た
全
乳
は
、
資

産
か
ら
生
ず
る
果
実
、
事
業
収
入
、
寄
付
金
品

の
他
に
負
担
金
を
規
定
し
て
い
る
が
、
と
の
負

担
金
は
、
寄
付
行
為
第
九
章
加
盟
団
体
の
規
定

第
三
五
条
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
（
こ
の
法

人
は
、
こ
の
法
人
の
目
的
に
賛
同
し
、
そ
の
事

業
に
協
力
す
る
各
宗
派
そ
の
他
の
仏
教
団
体
を

加
盟
団
体
と
す
る
）
全
等
と
い
う
独
立
人
格
を

も
つ
団
体
の
協
力
者
で
あ
る
宗
派
・
団
体
が
、

維
持
会
員
的
性
格
で
拠
出
す
る
維
持
費
に
当
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
実
際
に
は
、
こ
の
負

担
金
（
維
持
費
）
拠
出
の
団
体
を
中
心
と
し
て

す
べ
て
運
営
さ
れ
、
そ
の
負
担
金
の
支
出
高
に

よ
っ
て
発
言
権
の
濃
度
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
第
二
の
問
題
点
が
あ
る
。
負
担
金
（
維

持
・
協
力
費
）
の
多
寡
に
よ
っ
て
理
事
、
評
議

員
、
9
常
務
理
事
、
9
事
務
総
長
、
局
部
長
、
主
事

更
に
は
会
長
、
理
事
長
ま
で
が
、
不
文
律
で
決

定
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
・
こ
の
よ
う
に

協
力
者
的
加
盟
団
体
の
負
担
金
の
多
寡
に
応
じ

て
人
事
構
成
が
決
定
し
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
加

盟
団
体
を
超
え
た
独
立
人
格
を
も
つ
法
人
が
果

し
て
運
営
で
き
る
か
ど
う
か
は
根
本
的
に
再
検

討
を
要
す
る
点
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
全
仏
は
一
般
か
ら
み
る
と
き
、
全
日

本
の
仏
教
界
を
代
表
す
る
中
心
機
関
で
あ
る
と

誤
見
さ
れ
な
が
ら
、
実
は
そ
の
内
容
と
実
力
は

順
次
露
呈
し
て
評
価
が
低
下
し
て
い
る
し
、
内

部
的
に
み
て
も
、
加
盟
団
体
に
所
属
す
る
寺
院

か
ら
「
野
仏
費
」
を
徴
収
し
な
が
ら
、
こ
の
間

接
的
維
持
会
員
と
し
て
の
寺
院
と
は
無
関
係
の

状
態
で
あ
る
と
こ
ろ
に
全
仏
は
一
般
寺
院
か
ら

何
等
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
原
因
を
招
い

て
い
る
。
こ
の
法
人
は
加
盟
団
体
の
一
部
役
員

と
の
間
に
の
み
辛
う
じ
て
接
触
が
保
た
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
大
衆
か
ら
離
反
し
」
寺
院
僧

侶
か
ら
無
関
心
の
心
仏
、
ζ
れ
が
現
状
で
あ
る

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
Q

機
構
の
刷
新
に
つ
い
て

　
全
仏
に
対
す
る
概
括
的
な
分
析
か
ら
緊
急
に

刷
新
す
べ
き
問
題
点
の
提
起
と
若
千
の
具
体
例

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
闇
）
全
仏
は
仏
教
精
神
を
昂
揚
し
て
同
化
の

　
向
上
、
社
会
福
祉
の
増
進
、
人
類
平
和
の
確

　
立
に
寄
与
す
る
た
め
に
適
切
な
る
事
業
を
遂

　
行
ず
る
公
益
追
求
の
民
法
法
人
で
あ
る
こ
と

　
を
再
確
認
す
る
こ
と
。

（
二
）
全
一
は
宗
派
、
そ
の
他
の
仏
教
団
体
を

　
協
力
・
維
持
団
体
と
し
て
加
盟
を
求
め
て
い

　
る
が
、
国
か
ら
独
立
し
た
人
格
を
付
与
さ
れ

　
た
超
宗
派
団
体
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
べ

　
き
で
あ
る
。

（
三
）
右
の
認
識
に
基
づ
い
て
人
事
の
構
成
、

　
法
人
の
運
営
を
、
こ
の
法
人
の
目
的
に
適
合

・
す
る
よ
う
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

（
四
）
わ
が
国
唯
一
の
仏
教
セ
ン
タ
ー
と
し
て

　
社
会
的
影
響
力
を
温
養
す
る
よ
う
工
夫
す
べ

　
き
で
あ
る
。

（
五
）
協
力
・
維
持
の
団
体
と
し
て
宗
派
が
加

　
薄
し
、
そ
の
宗
派
の
寺
院
数
に
準
じ
て
負
担

　
金
を
拠
出
し
て
い
る
以
上
、
全
国
の
寺
院
は

　
間
接
的
、
潜
在
的
維
持
会
員
で
あ
る
。
従
っ

　
て
こ
れ
ら
潜
在
維
持
会
員
不
在
の
法
人
か
ら

　
積
極
的
顕
在
維
持
会
員
と
し
て
の
意
識
を
酒

　
養
す
る
方
策
を
講
ず
る
こ
と
。
こ
の
た
め
に

　
は
地
域
仏
教
会
の
育
成
強
化
に
努
め
る
こ
と

幽
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
の
五
力
年
計
画
を
樹

，
零
し
て
実
践
す
る
こ
と
。

（
六
）
全
仏
は
（
．
一
面
全
国
寺
院
僧
侶
の
利
益

．
代
表
と
し
て
の
存
在
と
な
る
よ
う
努
め
る
一

力
、
仏
教
土
壌
の
開
発
と
、
仏
教
意
識
の
強

化
を
図
る
た
め
の
檀
信
徒
の
超
宗
的
組
織
化

を
図
る
こ
と
。

（
七
）
全
仏
と
い
う
独
立
法
人
の
運
営
の
た
め

に
は
、
仏
教
意
識
に
富
む
財
界
、
文
化
人
等

－
の
有
力
者
を
経
営
陣
営
に
採
用
す
る
こ
と
。

（
八
）
会
長
、
お
よ
び
副
会
長
は
、
寄
付
行
為

第
十
五
条
・
第
十
六
条
に
基
づ
き
、
適
正
に

推
戴
し
、
不
文
律
を
設
け
な
い
こ
と
。

（
九
）
理
事
長
は
特
定
宗
派
の
輪
番
制
を
廃
し

理
事
会
で
翠
黛
の
業
務
に
或
程
度
傾
倒
し
得

る
人
材
を
選
出
す
る
こ
と
。

（
十
）
理
事
は
同
一
宗
派
か
ら
多
数
選
出
す
る

　
こ
と
を
避
け
、
負
担
金
の
多
寡
に
か
か
わ
ら

ず
広
く
適
材
の
選
出
を
考
慮
す
る
こ
と
。
同

　
一
宗
派
が
多
数
の
理
事
を
選
出
し
て
も
、
そ

　
の
理
事
間
の
意
見
の
対
立
は
あ
り
得
な
い
か

　
ら
で
あ
る
。

（
十
一
）
常
務
理
事
は
、
理
事
会
が
決
定
し
た

事
項
ま
た
は
委
任
さ
れ
た
事
項
を
議
決
し
執

　
行
ず
る
責
任
者
で
あ
る
か
ら
、
各
々
総
務
・

組
織
・
国
際
交
化
等
の
担
当
を
定
め
、
そ
の

事
務
の
執
行
を
分
掌
す
る
こ
と
。
所
謂
閣
僚

的
存
在
と
す
る
こ
と
。

（
十
二
）
事
務
総
局
に
総
務
部
（
庶
務
課
・
財

　
務
課
）
、
組
織
部
（
組
織
課
・
弘
報
調
査
課
）

　
国
際
交
題
部
（
国
際
課
・
文
化
課
）
の
三
部

を
お
き
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
を
分
掌
す
る
。

（
十
三
）
部
長
、
主
事
以
下
の
職
員
は
そ
れ
ぞ

れ
専
従
と
し
、
宗
派
の
出
向
派
遣
形
式
を
廃

，
止
す
る
こ
と
。

（
十
四
）
会
長
・
副
会
長
・
理
事
・
監
事
お
よ

び
職
員
の
遅
漏
を
三
年
と
し
、
皇
国
を
妨
げ

6
「

認、だの一
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な
い
こ
と
と
す
る
。

（
十
五
）
専
問
委
員
は
、
真
に
そ
の
部
門
の
エ

キ
ス
パ
ー
ト
に
委
嘱
し
、
智
的
本
部
と
し
て

企
画
立
案
を
担
当
す
る
重
要
役
割
と
す
る
こ

と
。（

十
六
）
仏
教
徒
ア
ピ
ー
ル
委
員
会
を
設
け
、

社
会
問
題
に
対
し
四
刻
に
適
切
な
仏
教
徒
の

意
見
、
立
場
を
大
衆
社
会
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。

（
十
七
）
加
盟
宗
派
団
体
に
全
癒
係
の
設
置
を

要
請
し
、
全
仏
と
加
盟
団
体
の
接
触
の
た
め

の
窓
口
と
す
る
こ
と
。
そ
の
担
当
者
を
「
全

高
事
務
局
参
与
」
と
す
る
。

（
十
八
）
情
報
化
時
代
に
即
応
す
る
た
め
、
仏

教
興
隆
に
必
要
な
資
料
の
蒐
集
、
情
報
の
伝

達
を
積
極
的
に
行
な
う
こ
と
。
こ
れ
が
た
め

　
「
全
仏
通
信
」
の
拡
大
強
化
を
図
り
、
そ
の

頒
布
に
一
段
の
強
化
策
を
構
ず
る
こ
と
。

（
十
九
）
全
仏
に
事
業
団
を
設
け
、
文
書
伝
道

仏
教
行
事
用
品
等
の
作
成
販
売
を
行
な
い
、

ま
た
一
回
巡
拝
団
、
海
外
旅
行
等
の
斡
旋
を

行
な
う
こ
と
。

（
二
十
）
従
来
法
人
会
計
の
性
質
上
、
予
算
外

収
入
の
使
途
の
取
扱
い
に
不
明
瞭
な
点
が
あ

る
が
、
こ
れ
ら
取
扱
い
に
つ
き
厳
重
な
細
則

を
設
け
る
こ
と
。

（
二
十
一
）
仏
教
徒
会
議
他
、
従
来
施
行
さ
れ

て
い
る
行
事
を
根
本
的
に
再
検
討
す
る
こ
と

特
に
仏
教
徒
会
議
は
、
仏
教
徒
の
意
識
昂
揚

の
た
め
の
デ
モ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
と

し
、
他
方
仏
教
界
が
当
面
す
る
重
要
諸
問
題

に
つ
い
て
は
加
盟
宗
派
、
団
体
、
学
識
経
験

者
等
に
よ
る
代
表
者
会
議
を
設
置
し
て
討
議

す
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。

　
昭
和
四
十
六
年
六
月
十
九
日

述
懐
古
示
教
化
担
当
者
華
表

ぎ
…
…
…
…
…
活
発
な
意
見
交
換
…
…

　
懸
仏
で
は
加
盟
各
宗
派
の
教
化
運
動
の
発
展

の
た
め
、
従
来
よ
り
も
教
化
資
料
の
作
成
、
調

査
を
こ
こ
ろ
が
け
て
き
た
が
、
こ
の
た
び
各
宗

派
の
教
化
担
当
者
に
よ
る
教
化
運
動
の
在
り
方

に
対
す
る
研
究
会
を
開
催
し
た
。

　
去
る
六
月
五
日
午
前
十
時
よ
り
四
時
ま
で
京

都
の
浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
和
順
会
館
地
下
会

議
室
を
会
場
に
「
第
一
回
各
宗
教
化
担
当
者
会

議
」
を
実
施
し
た
。
当
日
は
白
幡
全
仏
文
化
局

長
の
開
会
挨
拶
に
つ
づ
き
、
基
調
講
演
と
し
て

　
「
．
一
隅
を
照
ら
す
運
動
に
つ
い
て
」
天
台
宗
教

学
部
長
武
　
覚
円
師
、
　
「
お
て
つ
ぎ
運
動
に
つ

い
て
」
浄
士
宗
知
恩
院
執
事
長
鵜
飼
隆
玄
師
の

発
表
が
あ
り
、
こ
の
報
告
を
中
心
に
現
代
に
お

け
る
教
化
活
動
の
諸
問
題
が
話
合
れ
た
。

　
各
宗
派
と
も
に
各
々
、
独
自
の
教
化
を
展
開

し
て
い
る
が
、
互
い
に
問
題
を
か
か
え
て
お
り

全
仏
当
局
が
、
横
の
連
帯
の
意
味
か
ら
も
、
こ

の
よ
う
な
企
画
を
順
次
お
こ
な
っ
て
ほ
し
い
と

の
要
望
が
全
参
加
者
よ
り
だ
さ
れ
、
多
大
の
成

果
を
お
さ
め
た
。

　
当
日
の
出
席
者
は
、
鵜
飼
隆
玄
（
浄
土
宗
）

9
武
　
覚
円
（
天
台
宗
）
竹
中
弘
明
（
真
言
大
覚

寺
派
）
岡
見
古
金
（
真
宗
木
辺
派
）
芦
田
正
憲

　
（
臨
済
宗
東
福
寺
派
）
橋
爪
観
秀
（
西
山
浄
土

宗
）
松
平
実
禅
（
真
言
智
山
派
）
高
山
宥
進
、

市
橋
俊
昭
（
真
言
豊
山
派
）
青
木
法
王
（
妙
見

宗
）
栗
原
正
隆
（
日
蓮
宗
）
山
口
諦
存
（
浄
土

宗
）
小
田
原
利
仁
．
（
曹
洞
宗
）
田
中
賢
誠
、
松

本
隆
照
（
真
宗
本
願
寺
派
）
の
各
回
と
稲
田
全
仏

理
事
長
、
白
幡
全
仏
文
化
局
長
、
阿
部
同
文
化

部
長
、
服
部
同
主
事
で
あ
っ
た
。

「
新
仏
教
読
本
」
刊
行
す
す
む

　
　
　
全
仏
文
化
局

　
雪
仏
文
化
局
に
お
い
て
は
、
数
年
前
よ
り
時

代
即
応
の
仏
教
読
本
の
刊
行
が
計
画
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
の
ほ
ど
、
そ
の
具
体
化
が
進
め
ら
れ

第
一
回
の
「
新
仏
教
読
本
」
刊
行
準
備
委
員
会

が
六
月
十
七
日
に
開
催
ざ
れ
た
。
内
容
は
今
日

の
社
会
課
題
に
対
す
る
仏
教
の
解
答
を
中
心
と

し
た
も
の
で
、
八
月
二
、
三
日
中
第
二
回
会
議

を
開
き
執
筆
者
も
選
考
さ
れ
る
。
委
員
は
白
幡

局
長
、
阿
部
部
長
、
真
渓
義
貫
、
金
岡
秀
友
、

伊
藤
道
機
、
白
川
良
純
、
摩
尼
清
之
の
三
雲
。

暑
中
御
見
舞

申
し
上
げ
ま
す

真
言
宗
，
智
山
派

総
本
山
　
智
積
院

京
都
市
東
山
区
東
山
七
条

〇
七
五
（
1
婆
5
）
五
三
六
一

儲
嫉
那
須
政
隆

綜
畷
嚴
田
中
隆
恵

法
務
部
長
西
田
隆
演

教
化
部
長
松
平
実
禅

総
務
部
長
別
所
弘
因

教
学
部
長
　
　
山
尚
井
　
隆
秀

踪
張
所
跳
小
宮
勝
憲

一7「
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四
十
五
年
度
事
業
決
算
を
承
認

全
割
理
事
会

　
全
日
本
仏
教
会
で
は
五
月
三
十
一
日
に
事
務

総
局
に
お
い
て
理
事
会
を
開
催
し
、
「
昭
和
四

十
五
年
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
事
業
報
告
並

び
に
歳
入
歳
出
決
算
書
」
の
承
認
を
え
た
。

　
な
お
特
別
会
計
と
な
っ
て
い
た
万
国
博
関
係

に
つ
い
て
は
、
第
五
号
議
案
と
し
て
提
出
さ
れ

別
記
の
通
り
可
決
承
認
さ
れ
た
。
ま
た
そ
れ
に

と
も
な
い
第
八
号
議
案
財
団
法
人
全
日
本
仏
教

会
基
本
財
産
の
設
定
に
つ
い
て
は
万
国
博
施
設

参
加
法
輪
閣
譲
渡
代
金
の
う
ち
一
金
一
〇
五
〇

〇
〇
〇
〇
円
也
を
基
本
財
産
と
し
て
設
定
す
る

こ
と
が
可
決
さ
れ
た
。

　
万
国
博
特
別
会
計
収
入
の
う
ち
地
元
仏
教
会

計
出
金
が
約
四
百
万
円
不
足
に
な
っ
て
い
る
が

そ
の
内
訳
は

京
都
府
仏
教
会
（
＝
○
○
○
○
○
円
未
納
）

奈
良
県
仏
教
会
（
一
九
九
〇
〇
〇
〇
円
未
納
）

和
歌
山
県
仏
教
会
（
八
五
〇
〇
〇
〇
円
未
納
）

と
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
当
日
の
出
席
理
事
は
稲
田
三
界
、
朽
木

正
巳
、
釈
秀
伝
、
田
中
隆
恵
、
熊
野
竜
夫
、

立
部
瑞
裕
、
岡
野
正
道
、
工
藤
義
修
、
栗
本
俊

道
、
山
中
浩
文
、
松
本
徳
明
、
味
岡
良
酒
、
南

谷
順
順
、
井
上
憲
司
、
清
水
谷
孝
尚
、
小
林
大

潟
、
伊
藤
哲
雄
、
村
瀬
良
彦
、
渡
辺
公
允
の
一

悪
で
あ
る
。

日
本
万
国
博
覧
会
施
設
参
加
特
別
会
計
の
部

　
昭
和
4
4
年
・
4
5
年
度
収
支
決
算
書

収
　
入

一、

燻
l
八
、
一
五
四
、

一
、
金
四
五
、
四
三
四
、

支
　
出

一
、
金
　
四
八
、
一
五
四
、

一
、
金
　
四
五
、
四
三
四
、

一
、
金

収入の部

○
○
○
円

収
入
予
算
額

八
五
三
円

収
入
決
算
額

○
○
○
円

収
支
予
算
額

八
五
三
円

収
支
決
算
額

　
　
○
円

歳
計
剰
余
金

科 目

決算額
款 項 目

予算額

1．拠　出　金 32，044，000 27，810，700

1．宗派拠出金 15，844，000 15，634，200

2．地元拠出金 10，000，000 6，060，000

3。団体拠ll、金 1，000，000 916，500

4．特別拠出金 5，200，000 5，200，000

2．寄　附　金 6，000，000 5，660，950

3．雑　収　人 100，000 759，940

4．受取利息 10，000 116，674

5．岱　人　金 10・0003（ゆ0 11，086，589

収 人 計 48，154，000 45，434，853

支障の部x
科 目

科 目 予算額 決算額
款 項 昌

予算額 決算額 款 項 臼

1．建　設　費

1
．

5，000，000 24，924，682

4．支払利息

1
．

800，000 689，769

2
。

建　設　費 5，000，000 24，924，682 支払利息 800，000 689，769
運　営　費

1
．

4，360，000 3，803，869
5
．

1．支払利怠

800，000 689，769
運　営　費2．製党費

�
@
品
　
費
4
，

2，870，000

V60，000

R60，000

2，459，839

Q87，000

Q80，000

雑　　費

1．雑　　費

L

294，000

Q94，000

34，250

J4，250

3．事　務　費
諸　　　費

D

370，000

V，000，000

777，030

T，982，283

6．予備費 雑　費 294，000

V00，000

34，250

事　務　費
1
．

650，000 480，896
1．予備費

1
．

700，000

穣　費

夢信費
k耗費
ﾗ刷費
ｰ諸費
P
。

200，000

T0，000

R00，000

P00，000

Q，500，000

275，376

P8，670

P69．61

@17，240

Q，079，058

7．返済金

1．返済金

予備費

ﾔ済金

　700，000

P0，000，000

P0，000，000

P0，000，000

0，000，000

O，000，000

P0，000，000

旅
　
　
　
費
2
．

2，100，000 1，913，517
支 出 計 48，154，000 45，434，853

交通　賛 400．0 165．543
．

会　議　費
1
．

1，200，000 730，914 日本万博法輪閣処分金報告書
実行委員会費 800，000 443，110

4
． 塾議費 400，000 287β04
渉　外　費

1
．

1，300，000 1，383，665 法輪閣譲渡代金 10，500，000

渉　外　費 1，300，000 1，383，6サ5

5諸　　　費
】

1，350，000 1，307，750 、日本万博運営費に一・時流用 1，086，589
諸
　
　
　
給
2
，

1，200，000 1，177，750

交　際　費 150，000 130，000 収　　支 残

9，413，411

（件友銀行預金）

東
京
都
仏
教

連
合
会
理
事
会

　
新
役
員
選
出
の
た
め
の
理
事
会
が
、
六
月
十

六
日
北
区
西
ケ
原
昌
林
寺
に
あ
る
同
日
事
務
所

で
開
催
さ
れ
、
左
記
の
役
員
が
選
出
さ
れ
た
。

　
会
長
　
栗
本
俊
道
、
常
務
理
事
　
松
田
明
道

小
熊
寛
澄
、
板
橋
宥
成
、
大
伴
好
雄
、
清
水
順

金）（住友銀

碩
、
渋
沢
文
景
、
村
瀬
博
道
、
肉
倉
貫
義
、
新

井
智
清
、
池
野
昌
玄
、
小
峰
順
誉
、
岩
崎
宗
秀

吉
水
現
祐
、
豊
原
信
隆
、
郡
司
博
道
、
監
事

北
川
有
光
、
昼
間
玄
道
、
小
林
旦
昌
、
顧
問

長
岡
慶
信
、
会
長
　
栗
本
俊
道
師
は
直
ち
に
事

務
局
長
に
郡
司
博
道
師
を
委
嘱
し
た
。
な
お
第

四
年
度
の
ア
ジ
ア
救
う
イ
募
金
「
目
標
額
　
三

百
万
円
、
期
間
、
七
月
よ
り
九
月
ま
で
」
も
決

議
さ
れ
た
。

｝8一
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雛
磯
灘
騨
曹
洞
占
卜
古
不
日
庁
菖
焔
翌
事
聾
　
　
管
長
岩
本
勝
俊
蝦
∵
一
翻
貯
灘
臨
騨
教
化
部
長
金
子
室
　
　
　
馴
…
“
鰐
．
鵡
配
置
　
財
政
部
長
若
山
運
法
穏
　
駅
　
教
学
嚢
岡
田
巳
成

真
言
宗
豊
山
派
宗
務
所
　
　
文
京
区
大
塚
五
ノ
四
〇
ノ
八
　
　
〒
皿
（
九
四
一
）
〇
六
三
九
管
長
平
林
宥
高
　
宗
務
総
長
　
築
山
　
定
誉
　
総
務
部
長
　
浅
井
堅
教
　
教
化
部
長
　
高
山
県
南
　
教
務
部
長
　
永
見
　
聖
宏
　
財
務
部
長
　
久
保
埜
　
太
清

神
奈
川
垂
耳
教
会
　
会
　
長
貝
山
宣
泰
　
副
会
長
　
小
沢
　
省
元
　
同
　
　
　
柴
田
敏
夫
　
同
　
　
　
鈴
木
敏
範
　
同
　
　
　
小
崎
竜
雄
　
　
役
　
　
員
　
　
一
　
　
同
事
務
所
横
浜
市
中
区
大
平
町
九
六
西
有
寺
内
　
事
務
局
長
　
横
山
敏
明

（
社
）
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
　
会
　
長
　
大
谷
智
子
　
副
会
長
　
「
条
智
光
　
理
事
長
　
山
本
　
　
杉
　
事
務
局
長
、
船
口
暉
子
　
世
田
谷
区
桜
上
水
四
ノ
九
ノ
七
　
〒
燭
　
（
三
二
〇
）
　
一
五
九
八

饗
潤
蟹
曹
　
弾
　
社
会
部
長
阿
部
博
邦
志
学
秘
嚢
山
崎
秀
明
．
．
．
．
．
．
“
　
”
書
巻
　
広
墾
長
田
中
亮
三
稽
濯

蟷
全
日
本
仏
教
尼
僧
法
団
東
京
都
新
宿
区
大
京
町
＝
二
　
　
慈
　
　
母
　
　
会
　
　
館
　
　
　
　
（
三
五
三
）
〇
四
二
四

一9一一
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浄
土
宗
宗
務
庁

浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院
門
　
主
　
一
白
　
　
信
宏

日
蓮
宗
宗
務
院

青
森
県
仏
教
会

門
　
　
　
主
岸
　
　
信
宏
宗
務
総
長
小
林
大
巌
教
学
局
長
河
合
孝
勝

執
　
事
　
長
鵜
飼
隆
玄
法
務
部
長
松
室
隆
哲
布
教
部
長
　
谷
地
　
益
雄
護
持
信
徒
部
長
　
立
松
法
禅

管
　
長
　
藤
井
日
静
宗
務
総
長
　
渡
辺
公
允

会
長
　
束
　
　
義
寿
青
森
市
提
町
一
蓮
得
寺
内
電
（
3
4
）
五
六
三
九
番

総
務
局
長
湊
　
　
麟
祐

庶
務
部
長
　
二
本
松
聖
堂

宗
務
支
所
長
　
新
谷
　
寛
慮

財
務
部
長
本
田
　
正
義

教
化
部
長
山
口
諦
存
学
事
部
長
加
古
善
広

守
　
廟
　
長
赤
木
丁
半
施
設
事
業
部
長
　
三
宅
　
勇
誠

孝
道
教
団
　
　
孝
道
山
本
仏
殿

静
岡
県
仏
教
会
長

財
務
部
長
松
平
智
禅

1
麗
日
■
鱈
9
日
蜀
●
剛
1
■
■
3
昌
■
置
「
■
日
‘
層
■
■
■
i
i
■
■
■
●
●
鱒
■
■
■
5
5
昌
二
二
巳
■
一
■
■
■
■
置
開
門
八
百
年
慶
画
会
準
備
局

焔
莫
僧
門
岡
野
正
道

田
　
　
中
　
　
亮
　
　
三

庶
務
部
長
真
柄
大
真
蟄
鰍
鱗
羅
小
林
忍
戒

騨
鶏
鰯
賑
藤
田
門
田
庶
務
部
長
赤
平
二
本
経
理
部
長
関
　
　
真
翁

烈
台
難
二
割
岡
野
貴
美
子
　
横
浜
市
神
奈
川
区
孝
道
山

事
務
所
　
磐
田
市
城
野
崎
福
王
寺
内
　
（
〇
五
三
八
三
）
二
一
五
二
二
八

一10一
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押”…

P
’

懇
…
銚
憂
　
～
．
．
難
鰍
鎌
轄
i
ザ
轟
　
　
　
騨

東
京
都
仏
教
連
合
会
　
会
　
長
　
栗
本
俊
道
　
　
常
務
理
事
　
一
　
同

鰹
国
際
仏
教
興
隆
協
会
　
名
誉
総
裁
　
大
谷
光
照
　
会
　
長
　
賀
屋
興
宣
　
理
事
長
　
巌
谷
勝
雄
　
　
　
　
　
役
員
　
一
同

千
代
田
ト
ラ
ベ
ル
　
　
港
区
南
青
山
五
ノ
五
ノ
ニ
○
　
　
　
　
（
千
成
ビ
ル
）
　
　
（
四
〇
七
）
三
六
一
二
～
二
　
甑
締
殿
織
内
七
郎
　
取
締
役
　
加
藤
守
雄
　
業
務
課
長
　
菊
島
輝
男

賢
，
籍
巡
騨
鱒
Ψ
隠
蟹

讐
曙

懇
日
本
仏
教
鎭
画
会
　
理
事
長
　
中
山
理
々
東
京
都
北
区
赤
羽
台
三
ノ
三
四
ノ
ニ
　
　
　
　
赤
羽
法
善
寺
内
　
　
電
話
九
〇
〇
⊥
＝
二
四
一

黄
葉
宗
大
本
山
萬
福
寺
　
管
　
長
　
加
藤
慈
光
　
宗
務
総
長
　
森
本
三
鎧

浦
和
市
高
砂
四
－
二
ニ
ー
一
八
埼
玉
県
佛
教
会
　
　
会
　
長
　
倉
持
秀
峰
　
　
副
会
長
　
佐
久
間
鎮
雄
　
　
副
会
長
　
石
塚
大
喜
　
　
事
務
局
長
　
北
之
内
真
竜

．
　
煙

　
　
爵
験
直
識
奪
，
　
皇
師
藷
誹
藪
　
　
毎
撫

一一 P1一
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暑
中
御
見
舞

京
都
府
仏
教
会

会
　
長
　
平
．
野
龍
法

理
事
長
　
奥

許
良

寛泰彦・小沢富夫編

日本人の倫理思想
　　日本民族の思想・精神の源泉を

　辿る初の体系的倫理思想史

　　　　A5判・326頁・1300円

　　　　東宣　出　版
　　東京都千代田区富士見2－6－9
　　（電）03（263）0997振替154384

■に仏罰をかかげ

大

中

たて150C一よこ247C　　￥4，500円　　　　小　　70C－100C　　￥1，400円

　　90C－　　135C　　￥2，500円　　　　手旗　35C－100C　　￥　300円

　　　もめん　　垂球製　　堅牢・（全日本仏教会制定意匠登録済）

　　各地算計教会でまとめて御注文の際は価格の御相談に応じます。

　　　財団法人全日本仏教会
　　111東京都台東区西浅草1－5－5　　電話03・843・6341～3

仰
魚
影
同
上
三
法
顛
現
態
修

イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
、
ビ
ル
マ
仏
蹟
巡
拝
団
募
集

　
本
年
五
月
セ
イ
ロ
ン
に
お
い
て
開

催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し

た
第
十
回
世
界
仏
教
徒
会
議
は
同
国

の
政
情
不
安
と
い
う
不
測
の
事
態
が

突
発
し
、
明
年
五
月
に
延
期
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
，

　
全
仏
で
は
そ
れ
に
か
わ
る
イ
ン
ド

仏
蹟
巡
拝
団
派
遣
を
計
画
し
、
・
下
記

に
よ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
こ
の
た
び
の
巡
拝
団
は
、
釈
尊
ね

は
ん
会
法
要
と
イ
ン
ド
日
本
寺
上
棟

法
要
の
現
地
で
の
奉
修
と
、
四
大
仏

蹟
ビ
ル
マ
、
ネ
パ
ー
ル
等
の
一
州
を

か
ね
仏
教
に
よ
る
国
際
親
善
交
流
を

行
な
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
二
月
は
気
候
も
よ
く
全
仏
が
公
式

に
派
遣
す
る
代
表
団
で
あ
り
ま
す
の

で
、
な
に
と
ぞ
こ
の
有
意
義
な
巡
拝

団
に
ぜ
ひ
御
参
加
配
さ
る
よ
う
お
願

い
申
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
記

「、

o
　
　
路

財
団
法
人
全

　
東
京
～
デ
リ
～
ア
グ
ラ
～
ル
ン
ビ

　
ニ
～
ク
シ
ナ
ガ
ラ
～
ベ
ナ
レ
ス
～

　
カ
ト
マ
ン
ズ
）
ベ
ブ
ダ
ガ
ヤ
～
カ
ル

　
カ
ッ
タ
～
ラ
ン
グ
ー
ン
～
東
京

二
、
期
　
　
間

　
昭
和
四
十
七
年
二
月
九
日
よ
り
同

　
月
二
十
五
日
ま
で

三
、
団
　
　
費

　
三
六
五
、
○
○
○
円
（
た
だ
し
、

　
旅
券
代
注
射
代
査
証
代
別
）

四
、
申
込
方
法

　
申
込
用
紙
に
申
込
金
五
万
円
を
添

　
え
て
全
仏
国
際
局
に
申
込
み
の
こ

　
と
。

五
、
参
加
定
員

　
二
十
五
名

　
う
ち
す
で
に
半
数
の
お
申
込
が
あ

　
り
ま
す
か
ら
早
目
に
お
申
込
下
さ

　
い
。

六
、
申
込
締
切

　
本
年
九
月
末
日
ま
で

　
詳
細
は
電
話
ま
た
は
ハ
ガ
キ
で
お

照
会
下
さ
い
。

日

本
仏
教
会

東
京
都
台
東
区
西
浅
草
一
の
五
の
五
（
本
願
寺
内
）

　
　
　
　
　
電
話
〇
三
～
八
四
三
～
六
三
四
三

一12一

昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
発
行

四
月
号
第
一
六
八
号

発
行
人
伊
藤
哲
雄

編
集
人
白
幡
憲
佑

発
行
所
財
団
法
人
全
日
本
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
教
会

東
京
都
台
東
区
西
浅
草
一
i
五
－
五
（
東
京
本
願
寺
内
4
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